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第１４回標茶町農業委員会総会会議録 

 

                       開催年月日 平成３０年７月２６日（木曜日）                

開催場所  標 茶 町 役 場 議 場 

○議 事 日 程      

第 １ 会議録署名委員の指名について        

第 ２ 会期決定について 

第 ３ 会務報告 

第 ４ 報告第３９号 農用地の賃貸借に係る合意解約について            ２件 

第 ５ 報告第４０号 農用地譲渡申出に係るあっせん結果について          １件 

第 ６ 報告第４１号 農地法第５条の規定による許可申請の取下げについて      １件 

第 ７ 議案第６５号 現況証明願について                     １件 

第 ８ 議案第６６号 農業振興地域整備計画の変更について             ６件

第 ９ 議案第６７号 農地法第３条の規定による許可申請について          ２件

第１０ 議案第６８号 農地法第４条の規定による許可申請について          １件 

第１１ 議案第６９号 農地法第５条の規定による許可申請について          ３件

第１２ 議案第７０号 農用地の買入協議に係る要請について             １件

第１３ 議案第７１号 農用地利用集積計画の作成の要請について           ５件 

  

 

 

○出席委員（１４名） 

    １番 澁谷  洋 君   ２番 高松 俊男 君   ３番 髙原 文男 君 

４番 橘  澄子 君   ５番 嶋中  勝 君   ６番 甲斐やす子 君 

７番 森田 享子 君   ８番 大泉 義明 君   ９番 渡邊 裕義 君 

１０番 平間  清 君  １１番 類瀬 正幸 君  １３番 津野  斉 君   

  １５番 髙橋 政寿 君  １６番 佐瀨日出夫 君 

 

○議事参与の制限を受けた委員（ １名） 

   ●●番 ●●  ● 君 

 

○欠席委員（ ２名） 

   １２番 熊谷 英二 君  １４番 笛木 眞一 君 

   

 

○その他出席者 

事務局長 相撲 浩信 君         振興係長 小幡 裕也 君         

主  査 高橋  望 君         主  事 湊谷 省吾 君 
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（会長 君、議長席に着く。） 

 

◎開会の宣告 

 只今から第１４回標茶町農業委員会総会を開会致します。 

只今の出席委員は１４名、欠席２名であります。 

よって、農業委員会等に関する法律第２７条第３項の規定による定足数に達しておりますので、

本総会は成立致しました。 

                                 （午前１０時２９分開会） 

 

◎開会の宣告 

 直ちに会議を開きます。 

  

     ◎会議録署名委員の指名 

 日程第１。会議録署名委員の指名を行います。 

 会議録署名委員は、会議規則第８２条の規定により、 

       ４番・橘君   ５番・嶋中君  

を指名致します。 

 

◎会期の決定について 

 日程第２。会期決定を議題と致します。 

 第１４回標茶町農業委員会総会の会期は本日１日限りと致したいと思います。 

 これにご異議ございませんか。 

（｢異議なし｣の声あり） 

 ご異議ないものと認めます。 

 よって、本総会の会期は本日１日と決定致しました。 

 

◎会務報告 

 日程第３。会務報告を行います。 

 会務報告は印刷配布のとおりであります。 

 

◎報告第３９号 

 日程第４。報告第３９号、農用地の賃貸借に係る合意解約について、内 

容２件を議題と致します。 

 お諮り致します。 

番号１から番号２まで内容２件について審議の都合上一括議題に供したいと思います。 

 これにご異議ございませんが。 

（｢異議なし｣の声あり） 

 ご異議ないものと認めます。 

よって、番号１から番号２まで内容２件を一括議題と致します。 

事務局より内容説明させます。 

 振興係長小幡君。 

○振興係長（小幡裕也君） はい。 
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 報告第３９号について説明させていただきます。 

農用地の賃貸借に係る合意解約について、農地法第１８条第６項の規定による合意解約の通知が

あったので報告致します。 

合意解約の通知があった土地の表示、別紙のとおり２件であります。 

番号１。 

 賃貸人、●●●●●●●●●●●●●●●●●、●●●●●さん。 

 賃借人、●●●●●●●●●●●●●●●、●●●●さん。 

 土地の表示、字オソツベツ２５９－３の内。 

 地目、登記簿、現況共に畑。 

 面積、６，５２１㎡。 

 設定内容は、賃貸借。 

 契約年月日は、平成２８年６月３０日。 

 契約期間は、平成２８年６月３０日から平成３２年５月３１日まで。 

 賃貸借の解約が合意された年月日は、平成３０年５月７日であります。 

 番号２。 

 賃貸人、●●●●●●●●●●●、●●●●さん。 

賃借人、●●●●●●●●●●●●●●●●●●、●●●●さん。 

 土地の表示、字雷別３６－１。 

 地目、登記簿、原野。 

現況、畑。 

 面積、１３，８２４㎡外５筆、合計面積は７３，０７０㎡。 

 設定内容は、賃貸借。 

 契約年月日は、平成２８年６月３０日。 

 契約期間は、平成２８年６月３０日から平成３８年６月２９日まで。 

 賃貸借の解約が合意された年月日は、平成３０年６月２９日であります。 

 以上です。 

１から番号２まで内容２件について事務局の説明を終

わります。 

 これより本件に対する質疑を行います。 

 ご質疑ございませんか。 

（｢なし｣の声あり） 

 

 これより本件については採決致します。 

 報告のとおり承認することにご異議ございませんか。 

（｢異議なし｣の声あり） 

 ご異議ないものと認めます。 

 よって、番号１から番号２まで、内容２件は報告のとおり承認されました。 

 以上をもって、報告第３９号、内容２件は報告のとおり承認されました。 

 

◎報告第４０号 

 日程第５。報告第４０号、農用地譲渡申出に係るあっせん結果について、 

内容１件を議題と致します。 
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 番号１を議題と致します。 

 事務局より内容説明させます。 

 農地係湊谷君。 

○農地係（湊谷省吾君） はい。 

報告第４０号について説明させていただきます。 

農用地譲渡申出に係るあっせん結果について次のとおり報告するものであります。 

別紙のとおり１件となっております。 

 番号１。 

 あっせん譲渡申出者、●●●●●●●●●●●●●●●●●●●、●●●●さん。 

 あっせん委員長、髙橋委員。 

 あっせん委員、澁谷委員、高松委員、平間委員。 

 報告年月日、平成３０年６月１９日。 

 譲受人、地番、価格等については下記のとおりとなっております。 

 当該あっせん案件につきましては、譲渡申出があり上記あっせん委員が指名され、第１回あっせ

ん委員会を開催し土地の価格を算定し譲渡人より了承を得て、第２回あっせん委員会を開催し、農

用地の利用関係の調整を実施した結果、公益財団法人北海道農業公社に対し町を経由して買入の要

請を行うこととなりましたので、報告致します。 

 土地の所在、字クチョロ原野７３－１。 

 現況地目、畑。 

面積、４３，６３６㎡外６筆、合計面積は２９９，４１９．００㎡。 

価格、７，０７０，０００円。 

一時貸付予定者、●●●●さん。 

 番号１につきましては、あっせん委員長であります髙橋委員より、報告をお願い致します。 

 １５番・髙橋君。 

○１５番（髙橋政寿君） １５番・髙橋です。 

 報告第４０号、番号１について報告致します。 

平成３０年６月１１日に、あっせん委員の指名があり、６月１４日に澁谷委員、高松委員、平間

委員と私、事務局より相撲局長、湊谷主事で現地調査を行い、価格を決定し、あっせん委員長に互

選された私より、●●●●さんに価格を提示したところ、譲渡の承諾を得ましたので、６月１９日

に、●●●●●●●●●●●●●におきまして第２回あっせん委員会を開催し、譲受希望者を調整

したところ、●●●●さんに決定致しましたが、譲受人より公益財団法人北海道農業公社による農

地保有合理化事業の実施の要望がありましたので、標茶町に対し買入協議の要請を行うものです。 

詳細については、事務局説明のとおりです。 

以上で報告終わります。 

 以上をもって番号１について事務局の説明、並びににあっせんにあたら

れました、１５番・髙橋君の報告を終わります。 

 これより本件に対する質疑を行います。 

ご質疑ございませんか。 

（｢なし｣の声あり） 

ご質疑ないものと認めます。 

 これより本件については採決致します。 

 報告のとおり承認することにご異議ございませんか。 
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（｢異議なし｣の声あり） 

 ご異議ないものと認めます。 

 以上をもって、報告第４０号、内容１件は報告のとおり承認されました。 

 

◎報告第４１号 

○会長（佐瀨日出夫君） 日程第６。報告第４１号、農地法第５条の規定による許可申請の取下げ

について内容１件を議題と致します。 

 番号１を議題と致します。 

なお、●●番・●●君は、農業委員会等に関する法律第３１条の規定により除斥の対象になって

おりますので、除斥を求めます。 

                                   （●● ●君退席） 

事務局より内容説明させます。 

 農地係湊谷君。 

○農地係（湊谷省吾君） はい。 

 報告第４１号について説明させていただきます。 

 農地法第５条の規定による許可申請の取下げについて、農地法第５条の規定による農地等転用の

ための権利移転（設定）の許可申請があった下記の件について、申請者より許可申請の取下げがあ

りましたので、報告するものであります。 

 番号１。 

 譲渡人、●●●●●●●●●●●●●●●●●●、●●●●さん。 

 譲受人、●●●●●●●●●●●●●●、●●●● ●●●●●さん。 

 議案番号につきましては、平成３０年５月２５日議案第５４号、番号１について審議された案件

となっております。 

 以上です。 

 以上をもって事務局の報告を終わります。 

 これより本件に対する質疑を行います。 

ご質疑ございませんか。 

（｢なし｣の声あり） 

 

 これより本件については採決致します。 

 報告のとおり承認することにご異議ございませんか。 

（｢異議なし｣の声あり） 

 ご異議ないものと認めます。 

 以上をもって、報告第４１号、内容１件は報告のとおり承認されました。 

（●● ●君復席） 

 

     ◎議案第６５号 

 日程第７。議案第６５号、現況証明願について、内容１件を議題と致し

ます。 

 番号１を議題と致します。 

 事務局より内容説明させます。 

振興係長小幡君。 
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○振興係長（小幡裕也君） はい。 

 議案第６５号について説明させていただきます。 

 現況証明願について、北海道農地法関係事務処理要領に基づき願出のあった、下記の土地の現況

証明願について議決を求めるものであります。 

 別紙のとおり１件であります。 

 番号１。 

 土地の所在、字西熊牛原野２２－９。 

 登記簿地目、畑。 

 現況、農地、採草放牧地以外。 

 面積、２，１８５㎡。 

 農地区分、一般民有地。 

 利用状況、未利用地。 

 所有者名は、●●●●さん。 

申請者名は、●●●●さん。 

 調査委員は、嶋中委員、森田委員、渡邊委員、熊谷委員。 

 調査年月日は、平成３０年７月１３日であります。 

 なお、調査結果につきましては、５番・嶋中委員よりご報告をお願い致します。 

 ５番・嶋中君。 

○５番（嶋中 勝君） ５番・嶋中。 

 議案第６５号、番号１について報告致します。 

 ７月１０日付けで、調査依頼がありまして７月１３日に森田委員、渡邊委員、熊谷委員と事務局

より小幡係長、湊谷主事と申請人の●●●●さんの案内で現地調査をしてまいりました。 

 配布資料の２ページをご覧下さい。 

 ２２－９の現況は、町道からの取付道路や立木が並ぶ状態となっております。 

この状態から、当該地は農地、採草放牧地以外であるということを確認してまいりました。 

 以上報告終わります。 

 以上をもって事務局の説明並びに、現地調査にあたられました、５番・

嶋中君の報告を終わります。 

 これより本件に対する質疑を行います。 

ご質疑ございませんか。 

（｢なし｣の声あり） 

 ご質疑ないものと認めます。 

 これより本件については採決致します。 

 原案可決することにご異議ございませんか。 

（｢異議なし｣の声あり） 

 ご異議ないものと認めます。 

 以上をもって、議案第６５号、内容１件については原案可決されました。 

 

◎議案第６６号 

 日程第８。議案第６６号、農業振興地域整備計画の変更について、内容

６件を議題と致します。 

 番号１を議題と致します。 
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 事務局より内容説明させます。 

 農地係湊谷君。 

○農地係（湊谷省吾君）はい。 

 議案第６６号について説明させていただきます。 

 農業振興地域整備計画の変更について、農業振興地域の整備に関する法律施行規則第３条の２に

基づき、標茶町長より意見を求められた下記の件について、意見を求めるものであります。 

 意見を求められた土地の表示は、別紙のとおり６件となっております。 

 番号１。 

 区分、用途区分変更。 

 地番、字虹別原野４０８番地１。 

 現況地目、畑。 

 面積、５３，２３１㎡の内５，９０３．４７㎡。 

 事業計画の名称、農業用施設の整備のため。 

 事業主体、●●●●●●●●●●●●●●●●●、●●●●さん。 

 事業開始、変更後。 

 事業の規模等、スタック１，６００㎡。 

 土地所有者、●●●●さん。 

 事業の必要性、緊急性、新たに農業用施設を整備するものであります。 

 他法令の許認可の見通しは、農地法第５条申請中。 

 土地選定の理由、当該地は、農業用施設の建設に営農上最適であるとともに周辺には農用地以外

に代替すべき土地が無く、周辺農用地への支障も軽微なことからやむを得ず選定するものでありま

す。 

 なお番号１につきましては、調査委員であります渡邊委員より報告をお願い致します。 

 ９番・渡邊君。 

○９番（渡邊裕義君） ９番・渡邊です。 

 議案第６６号、番号１について報告致します。 

 ７月１１日に事務局より調査の依頼がありました。 

７月１３日に嶋中委員、森田委員、熊谷委員、事務局より小幡係長と湊谷主事と私とで現地調査

を行ってまいりました。 

 申請地は参考資料の３ページから５ページに記載されていますのでお目通しをお願い致します。 

 この案件は、●●で酪農を営む●●●●さんが、借入地にスタックを建設をするため、農振農用

地区域内の農地を農地以外にすることを標茶町に申請をし、その変更が妥当かどうかの意見を町よ

り求められたものであります。 

 この変更を受けようとする土地の表示及び状況、面積は記載のとおり確認いたしております。 

 変更しようとする内容及び、目的、計画についても記載のとおり確認をしております。 

 今回の変更面積につきましては、農業用施設の建設としては妥当な面積と判断致します。 

周囲には農地等以外に代替地がなく、周辺農用地等への影響も軽微なことからやむを得ないもの

と判断をいたしました。 

 以上で報告を終わります。 

 以上をもって番号１について事務局の説明、並びに現地調査にあたられ

ました９番・渡邊君の報告を終わります。 

これより本件に対する質疑を行います。 
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ご質疑ございませんか。 

（｢なし｣の声あり） 

 ご質疑ないものと認めます。 

 これより本件については採決致します。 

 原案可決することにご異議ございませんか。 

（｢異議なし｣の声あり） 

 ご異議ないものと認めます。 

 よって、番号１については原案可決されました。 

 続いて番号２を議題と致します。 

 事務局より内容説明させます。 

農地係湊谷君。 

○農地係（湊谷省吾君）はい。 

 番号２について説明させていただきます。 

 番号２。 

 区分、用途区分変更。 

 地番、字栄４７番地１。 

 現況地目、畑。 

 面積、１４，２３０㎡の内６，０４７．６４㎡。 

 事業計画の名称、牛舎建設・ロール置場・パドック施設整備事業。 

 事業主体、●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●、●●●● ●●●●さん。 

 事業開始、変更後。 

 事業の規模等、牛舎４４７．１２㎡、ロール置場２，５３５．６３㎡、パドック２，６９６．４

２㎡。 

 土地所有者、●●●● ●●●●さん。 

 事業の必要性、緊急性、新たに農業用施設を整備するものであります。 

 他法令の許認可の見通し、農地法第４条申請中。 

 土地選定の理由、当該地は農業用施設の建設に営農上最適であるとともに周辺には農用地以外に

代替すべき土地が無く、周辺農用地への支障も軽微なことからやむを得ず選定するものであります。 

 番号２につきましては、調査委員であります森田委員より報告をお願い致します。 

 ７番・森田君。 

○７番（森田享子君） ７番・森田です。 

 議案第６６号、番号２について報告致します。 

 ７月９日に事務局より調査の依頼があり、７月１３日に嶋中委員、渡邊委員、熊谷委員と事務局

より小幡係長、湊谷主事と私で現地調査を行ってまいりました。 

 申請地は参考資料の６ページから８ページに記載されておりますのでご覧ください。 

 この案件は、●で酪農をする●●●● ●●●●さんが、所有地に農業用施設を建設するため、

農振農用地区域内の農地を農地以外にすることを、標茶町に申請し、その変更が妥当かどうかの意

見を町より求められたものであります。 

 この変更を受けようとする土地の表示及び状況、面積は記載のとおりと確認しております。 

 変更しようとする内容及び目的、計画についても記載のとおり確認しております。 

今回の変更面積につきましては、農業用施設の建設としては妥当な面積と判断致します。 

周辺には農用地等以外の代替地もなく、周辺農用地等への影響も軽微なことから、やむを得ない
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ものと判断いたしました。 

 以上で報告終わります。 

 以上をもって番号２について事務局の説明、並びに現地調査にあたられ

ました７番・森田君の報告を終わります。 

これより本件に対する質疑を行います。 

ご質疑ございませんか。 

（｢なし｣の声あり） 

ご質疑ないものと認めます。 

 これより本件については採決致します。 

 原案可決することにご異議ございませんか。 

（｢異議なし｣の声あり） 

 ご異議ないものと認めます。 

 よって、番号２については原案可決されました。 

 続いて番号３を議題と致します。 

 事務局より内容説明させます。 

農地係湊谷君。 

○農地係（湊谷省吾君）はい。 

 番号３について説明させていただきます。 

 番号３。 

 区分、用途区分変更。 

 地番、字ルルラン１６番地１。 

 現況地目、畑。 

 面積、４５，９６２㎡の内３０，５７５．６０㎡。 

 事業計画の名称、ロール置場・スタック・作業敷地の確保。 

 事業主体、●●●●●●●●●●●●●●●●、●●●● ●●●●●●さん。 

 事業開始、変更後。 

 事業の規模等、ロール置場４，９００㎡、スタック７，５００㎡。 

 土地所有者、●● ●さん。 

 事業の必要性、緊急性、新たに農業用施設を整備するものであります。 

 他法令の許認可の見通し、農地法第５条申請中。 

 土地選定の理由、当該地は農業用施設の建設に営農上最適であるとともに周辺には農用地以外に

代替すべき土地が無く、周辺農用地への支障も軽微なことからやむを得ず選定するものであります。 

 番号３につきましては、調査委員であります甲斐委員より、報告をお願い致します。 

 ６番・甲斐君。 

○６番（甲斐やす子君） ６番・甲斐です。 

 議案第６６号、番号３について報告致します。 

 ７月１０日に事務局より調査の依頼があり、７月１８日に橘委員、類瀨委員、大泉委員と事務局

より小幡係長、湊谷主事と私で現地調査を行ってまいりました。 

 申請地は参考資料の９ページから１１ページに記載されておりますのでご覧ください。 

 この案件は、●●●●で営農する●●●● ●●●●●●さんが、借用地にスタックを建設する

ために、農振農用地区域内の農地を農地以外にすることを、標茶町に申請し、その変更が妥当かど

うかの意見を町より求められたものであります。 
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 この変更を受けようとする土地の表示及び状況、また除外しようとする面積は記載のとおりと確

認しております。 

 変更しようとする内容及び目的、計画についても記載のとおり確認しております。 

今回の変更面積につきましては、農用施設の建設としては妥当な面積と判断致します。 

周辺には農用地以外の代替地がなく、周辺農用地等への影響も軽微なことから、やむを得ないも

のと判断いたしました。 

 以上で報告を終わります。 

 以上をもって番号３について事務局の説明、並びに現地調査にあたられ

ました６番・甲斐君の報告を終わります。 

これより本件に対する質疑を行います。 

ご質疑ございませんか。 

（｢なし｣の声あり） 

 ご質疑ないものと認めます。 

 これより本件については採決致します。 

 原案可決することにご異議ございませんか。 

（｢異議なし｣の声あり） 

 ご異議ないものと認めます。 

 よって、番号３については原案可決されました。 

続いて番号４を議題と致します。 

なお、●●番・●●君は、農業委員会等に関する法律第３１条の規定により除斥の対象になって

おりますので、除斥を求めます。 

                                   （●● ●君退席） 

 事務局より内容説明させます。 

農地係湊谷君。 

○農地係（湊谷省吾君）はい。 

 番号４について説明させていただきます。 

 番号４。 

 区分、用途区分変更。 

 地番、字阿歴内原野南４線１５４番地。 

 現況地目、畑。 

 面積、４９，５０３㎡の内３０，１７６．６０㎡となっております。 

 事業計画の名称、乾草庫・育成舎・哺育舎・処理室・管理室・導入舎・隔離舎・飼料庫・堆肥舎・

尿溜め・エプロン施設整備。 

 事業主体、●●●●●●●●●●●●●●●●●、●●●● ●●●●●さん。 

 事業開始、変更後。 

 事業の規模等、乾草庫７２９㎡、育成舎５，２２４．５㎡、哺育舎４６３．３２㎡、処理室１１

３．４㎡、管理室６４．８㎡、導入舎１８３．６㎡、隔離舎２５．９２㎡、飼料庫７７．７６㎡、

堆肥舎９００㎡、尿溜め１９．２５㎡、エプロン２，５３３．５㎡となっております。 

 土地所有者、●●●●さん。 

 事業の必要性、緊急性、新たに農業用施設を整備するものであります。 

 他法令の許認可の見通し、農地法第５条申請中。 

 土地選定の理由、当該地は農業用施設の建設に営農上最適であるとともに周辺には農用地以外に
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代替すべき土地が無く、周辺農用地への支障も軽微なことからやむを得ず選定するものであります。 

 番号２につきましては、調査委員であります類瀬委員より報告をお願い致します。 

 １１番・類瀬君。 

○１１番（類瀬正幸君） １１番・類瀬。 

 議案第６６号、番号４について報告致します。 

 ７月１０日に事務局より調査の依頼があり、７月１８日に橘委員、甲斐委員、大泉委員、事務局

より小幡係長、湊谷主事と私で現地調査を行ってまいりました。 

 申請地は参考資料の１２ページから１５ページに記載されておりますのでご覧ください。 

 この案件は、●●●で哺育事業を行う予定である●●●● ●●●●●さんが、取得を予定して

いる土地に農業用施設を建設するために、農振農用地区域内の農地を農地以外にすることを、標茶

町に申請し、その変更が妥当かどうかの意見を町より求められたものであります。 

 この変更を受けようとする土地の表示及び状況、面積は記載のとおりと確認しております。 

 変更しようとする内容及び目的、計画についても記載のとおり確認しております。 

今回の変更面積につきましては、農業用施設の建設としては妥当な面積と判断致します。 

周辺には農用地等以外の代替地もなく、周辺農用地等への影響も軽微なことから、やむを得ない

ものと判断いたしました。 

 以上で報告終わります。 

夫君） 以上をもって番号４について事務局の説明、並びに現地調査にあたられ

ました１１番・類瀬君の報告を終わります。 

これより本件に対する質疑を行います。 

ご質疑ございませんか。 

（｢なし｣の声あり） 

ご質疑ないものと認めます。 

 これより本件については採決致します。 

 原案可決することにご異議ございませんか。 

（｢異議なし｣の声あり） 

 ご異議ないものと認めます。 

 よって、番号４については原案可決されました。 

（●● ●君復席） 

続いて番号５を議題と致します。 

なお、●●番・●●君は、農業委員会等に関する法律第３１条の規定により除斥の対象になって

おりますので、除斥を求めます。 

                                   （●● ●君退席） 

 事務局より内容説明させます。 

農地係湊谷君。 

○農地係（湊谷省吾君）はい。 

 番号５について説明させていただきます。 

 番号５。 

 区分、除外。 

 地番、字阿歴内原野南４線１５４番地。 

 現況地目、畑。 

 面積、４９，５０３㎡の内８３７．６２㎡。 
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 事業計画の名称、農家住宅建設事業。 

 事業主体、●●●●●●●●●●●●●●●●●、●●●● ●●●●●さん。 

 事業開始、除外後。 

 事業の規模等、住宅１３７．２５㎡。 

 土地所有者、●●●●さん。 

 事業の必要性、緊急性、新たに農家住宅を建設するものであります。 

 他法令の許認可の見通し、農地法第５条申請中。 

 土地選定の理由、当該地は住宅建設地とすることにより農業経営の上で有利となり、周辺には農

用地等以外の代替地も無く、周辺農用地等への影響も軽微なことからやむを得ず選定するものであ

ります。 

 番号５につきましては、調査委員であります類瀬委員より報告をお願い致します。 

○会長（  １１番・類瀬君。 

○１１番（類瀬正幸君） １１番・類瀬。 

 議案第６６号、番号５について報告致します。 

 ７月１０日に事務局より調査の依頼があり、７月１８日に甲斐委員、橘委員、大泉委員、私、事

務局より小幡係長、湊谷主事とで現地調査を行ってまいりました。 

 申請地は参考資料の１２ページから１５ページに記載されておりますのでご覧ください。 

 この案件は、●●●● ●●●●●さんが、農家住宅の建設をするため、農振農用地区域内の農

地を農地以外にすることを、標茶町に申請し、その変更が妥当かどうかの意見を町より求められた

ものであります。 

 調査の結果、妥当と判断し問題ないものと思われます。 

 この除外を受けようとする土地の表示及び状況、除外しようとする面積は記載のとおりと確認し

ております。 

 除外しようとする内容及び目的、計画についても記載のとおり確認しております。 

周辺に代替地もなく、周辺農用地等への影響も軽微なことから、やむを得ないものと判断いたし

ました。 

 以上で報告終わります。 

 以上をもって番号５について事務局の説明、並びに現地調査にあたられ

ました１１番・類瀬君の報告を終わります。 

これより本件に対する質疑を行います。 

ご質疑ございませんか。 

（｢なし｣の声あり） 

ご質疑ないものと認めます。 

 これより本件については採決致します。 

 原案可決することにご異議ございませんか。 

（｢異議なし｣の声あり） 

 ご異議ないものと認めます。 

 よって、番号５については原案可決されました。 

（●● ●君復席） 

続いて番号６を議題と致します。 

 事務局より内容説明させます。 

農地係湊谷君。 
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○農地係（湊谷省吾君）はい。 

 番号６について説明させていただきます。 

 番号６。 

 区分、除外。 

 地番、字雷別６８番地７。 

 現況地目、畑。 

 面積、１８１，０００㎡の内５９６．５８㎡。 

 事業計画の名称、電気通信基地局設備の建設。 

 事業主体、●●●●●●●●●●●●●●●●●、●●●● ●●●●●●さん。 

 事業開始、８月６日。 

 事業の規模等、鉄塔等１式。 

 土地所有者、●●●●さん。 

 事業の必要性、緊急性、電気通信基地局設備を設置するものであります。 

 土地選定の理由、当該地は地理的に電波の伝搬に最適であり、周辺には農用地等以外の代替地も

無く、周辺農用地等への影響も軽微なことからやむを得ず選定するものであります。 

 なお、番号３につきましては、調査委員であります類瀬委員より、報告をお願い致します。 

 １１番・類瀬君。 

○１１番（類瀬正幸君） １１番・類瀬。 

 議案第６６号、番号６について報告致します。 

 ７月１０日に事務局より調査の依頼があり、７月１８日に甲斐委員、橘委員、大泉委員、私、事

務局より小幡係長、湊谷主事で現地調査を行ってまいりました。 

 申請地は参考資料の１６ページから１９ページに記載されておりますのでご覧ください。 

 この案件は、●●●● ●●●●●●さんが、携帯電話の基地局を設置するため、農振農用地区

域内の農地を農地以外にすることを、標茶町に申請し、その変更が妥当かどうかの意見を町より求

められたものであります。 

 調査の結果、妥当と判断し問題ないと思われます。 

 この除外を受けようとする土地の表示及び状況、また除外しようとする面積は記載のとおりと確

認しております。 

 除外しようとする内容及び目的、計画についても記載のとおり確認しております。 

周辺に代替地がなく、周辺農用地等への影響も軽微なことから、やむを得ないものと判断いたし

ました。 

 以上で報告を終わります。 

 以上をもって番号６について事務局の説明、並びに現地調査にあたられ

ました１１番・類瀬君の報告を終わります。 

これより本件に対する質疑を行います。 

ご質疑ございませんか。 

（｢なし｣の声あり） 

 ご質疑ないものと認めます。 

 これより本件については採決致します。 

 原案可決することにご異議ございませんか。 

（｢異議なし｣の声あり） 

 ご異議ないものと認めます。 



14 

 

 よって、番号６については原案可決されました。 

 以上をもって、議案第６６号、内容６件は原案可決されました。 

 

◎議案第６７号 

 日程第９。議案第６７号、農地法第３条の規定による許可申請について

内容２件を議題と致します。 

 番号１を議題と致します。 

 事務局より内容説明させます。 

農地係湊谷君。 

○農地係（湊谷省吾君） はい。 

 議案第６７号についてご説明させていただきます。 

 農地法第３条の規定による許可申請について、農地法第３条の規定による農地等の権利移転（設

定）の許可申請があった下記の件について、議決を求めるものであります。 

 許可を受けようとする土地の表示は、別紙のとおり２件となっております。 

番号１。 

 譲渡人、●●●●●●●●●●●●●●●●●、●●●●●さん。 

 譲受人、●●●●●●●●●●●●●●、●●●●さん。 

 土地の所在、字オソツベツ３４２。 

 地目、登記簿、畑。 

現況、採放地。 

 面積、３７，４３６㎡外１筆、合計面積は７３，９９２㎡となっております。 

契約の種類、売買。 

 権利移転設定の理由、相手方要望、粗飼料確保のため。 

 資金調達の方法及び価格、資金借入１４８，０００円。 

 世帯員又は構成員、譲渡人が１名、譲受人が１名となっております。 

 畑、採放地につきましては、譲渡人が７３，９９２㎡、譲受人が３８８，３７２㎡、うち借入地

が１３７，２５６㎡となっております。 

 経営の状況につきましては、省略させていただきます。 

 番号１につきまして、高松委員に報告をお願い致します。 

○会長（佐瀨日出夫君） ２番・高松君。 

○２番（高松俊男君） ２番・高松です。 

議案第６７号、番号１について報告致します。 

６月２２日に、事務局より調査依頼があり、６月２６日に現地調査を行ってまいりました。 

許可を受けようとする土地の表示及び状況は記載のとおり確認しました。 

譲渡人の●●●●●さんは、相手方の要望により農地を譲渡し、譲受人の●●●●さんは粗飼料

確保のため今回の申請となりました。 

権利を取得する、●●●●さんの世帯員、所有地及び経営地の状況は記載のとおり確認致しまし

た。 

●●●●さんが申請地を取得後の農地すべてについて、耕作を行い、農作業に常時従事するかに

ついても、申請書に記載されたとおり確認致しましたので、農地すべてについて耕作に常時従事す

ると認められます。 

●●●●さんの農地所有面積は申請地を含め、合計面積が４６．２ｈａとなりますので、下限面
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積要件は満たしています。 

権利取得後に農作業に従事し、耕作することによる周辺農地への影響はなく、効率的かつ総合的

に利用されると認められます。 

以上のことから、農地法第３条第２項各号に該当せず、要件を満たしており、許可については問

題ないと判断致します。 

以上で報告終わります。 

 以上をもって番号１について事務局の説明、並びに現地調査にあたられ

たました２番・高松君の報告を終わります。 

これより本件に対する質疑を行います。 

ご質疑ございませんか。 

 （｢なし｣の声あり） 

○会長  ご質疑ないものと認めます。 

これより本件については採決致します。 

原案可決することにご異議ございませんか。 

（｢異議なし｣の声あり） 

 ご異議ないものと認めます。 

 よって、番号１については原案可決されました。 

 続いて番号２を議題と致します。 

 事務局より内容説明させます。 

農地係湊谷君。 

○農地係（湊谷省吾君） はい。 

 番号２についてご説明させていただきます。 

 番号２。 

 譲渡人、●●●●●●●●●●●●●●●●●●、●●●●さん。 

 譲受人、●●●●●●●●●●●●●●●、●●●●さん。 

 土地の所在、字ヌマオロ原野基線１１８－２。 

 地目、登記簿、現況共に畑。 

 面積、１２，９８４㎡。 

契約の種類、売買。 

 権利移転設定の理由、譲渡人は既に離農しているため、譲受人は経営規模拡大のため。 

 資金調達の方法及び価格、自己資金３２３，０００円。 

 世帯員又は構成員、譲渡人が２名、譲受人が３名となっております。 

 畑、採放地につきましては、譲渡人が１２，９８４㎡、譲受人が５３５，００５㎡となっており

ます。 

 経営の状況につきましては、省略させていただきます。 

 番号２につきましては、調査委員であります髙橋委員より報告をお願い致します。 

○会長（佐瀨日出夫君） １５番・髙橋君。 

○１５番（髙橋政寿君） １５番・髙橋です。 

議案第６７号、番号２について報告致します。 

７月６日に事務局より調査の依頼があり、７月１１日に現地調査を行ってまいりました。 

許可を受けようとする土地の表示及び状況は記載のとおり確認しました。 

譲渡人の●●●●さんはすでに離農しているため、農地を譲渡し譲受人の●●●●さんは、経営
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規模拡大のため今回の申請となりました。 

権利を取得する●●●●さんの世帯員、所有地及び経営地の状況は記載のとおり確認致しました。 

●●●●さんが申請地を取得後、農地すべてについて、耕作を行い、農作業に常時従事するかに

ついても、申請書に記載のとおり確認しましたので、農地すべてについて耕作に常時従事すると認

められます。 

●●●●さんの農地所有面積は、申請地を含めると合計が約５４．７ｈａとなりますので下限面

積要件は満たしております。 

権利取得後に農作業に従事し、耕作することによる周辺農地への影響はなく、効率的かつ総合的

に利用されると認められます。 

以上のことから、農地法第３条第２項各号に該当せず、要件を満たしており、許可については問

題ないと判断致します。 

以上で報告終わります。 

 以上をもって番号２について事務局の説明、並びに現地調査にあたられ

たました１５番・髙橋君の報告を終わります。 

これより本件に対する質疑を行います。 

ご質疑ございませんか。 

（｢なし｣の声あり） 

 ご質疑ないものと認めます。 

これより本件については採決致します。 

原案可決することにご異議ございませんか。 

（｢異議なし｣の声あり） 

 ご異議ないものと認めます。 

 よって、番号２については原案可決されました。 

以上をもって、議案第６７号、内容２件は原案可決されました。 

 

◎議案第６８号 

 日程第１０。議案第６８号、農地法第４条の規定による許可申請につい

て、内容１件を議題と致します。 

番号１を議題と致します。 

事務局より内容説明させます。 

農地係湊谷君。 

○農地係（湊谷省吾君） はい。 

 議案第６８号について説明させていただきます。 

 農地法第４条の規定による許可申請について、農地法第４条の規定による農地転用の許可申請が

あった下記の件について、意見を求めるものであります。 

 許可を受けようとする土地の表示は、別紙のとおり１件となっております。 

 番号１。 

 転用者、●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●、●●●● ●●●● ●●●●● ●

●●●さん。 

 土地の所在、字栄４７－１の内。 

 地目、登記簿、現況共に畑。 

 面積、６，０４７．６４㎡。 
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 農地区分、農振農用地区域内農地。 

 土地利用計画、農振農用地区域。 

 転用目的、農業用施設の建設。 

 転用計画内容、期間、許可日の日から永久。 

 牛舎１棟４４７．１２㎡、ロール置場２，５３５．６３㎡、パドック２，６９６．４２㎡、作業

スペース３６８．４７㎡、事業費２７，４８６，９９９円。 

 調査につきましては、渡邊委員、嶋中委員、森田委員、熊谷委員に依頼しております。 

番号１につきましては、調査委員であります森田委員より報告をお願いします。 

 ７番・森田君。 

○７番（森田享子君） ７番・森田です。 

 議案第６８号、番号１について報告致します。 

 ７月９日に事務局より調査の依頼があり、７月１３日に嶋中委員、渡邊委員、熊谷委員と事務局

より小幡係長、湊谷主事と私で現地調査を行ってまいりました。 

 申請地は参考資料の６ページから８ページに記載されていますのでご覧下さい。 

 申請者は●●で営農する●●●● ●●●● ●●●●● ●●●●さんが、農業用施設の建設

をするために農地の永久転用を申請するものです。 

 この転用を受けようとする土地の表示及び状況、また転用しようとする面積は、記載のとおりと

確認しています。 

 農地区分は、農振農用地区域内にある農地と判断致します。 

 転用しようとする内容及び転用目的、転用計画つきましては、記載のとおり確認しております。 

 実行性、信用力については、転用にかかわる行為を遂行できると認められ、転用面積についても

妥当な面積と判断を致します。 

 周辺農地へ及ぼす被害や支障等は認められません。 

 農振農用地区域内の農地は原則不許可ですが、今後も営農を続けるうえで必要な施設の建設であ

ることから、この転用については問題ないものと判断いたしました。 

 以上で報告を終わります。 

 以上をもって番号１について事務局の説明、並びに現地調査にあたられ

たました７番・森田君の報告を終わります。 

 これより本件に対する質疑を行います。 

ご質疑ございませんか。 

（｢なし｣の声あり） 

 ご質疑ないものと認めます。 

 これより本件については採決致します。 

 原案可決することにご異議ございませんか。 

（｢異議なし｣の声あり） 

 ご異議ないものと認めます。 

 以上をもって、議案第６８号、内容１件は原案可決されました。 

 

◎議案第６９号 

○会長（佐瀨日出夫君） 日程第１１。議案第６９号、農地法第５条の規定による許可申請につい

て、内容３件を議題といたします。 

 番号１を議題と致します。 



18 

 

なお、●●番・●●君は、農業委員会等に関する法律第３１条の規定により除斥の対象になって

おりますので、除斥を求めます。 

                                   （●●●●君退席） 

事務局より内容説明させます。 

 農地係湊谷君。 

○農地係（湊谷省吾君） はい。 

 議案第６９号についてご説明させていただきます。 

 農地法第５条の規定による許可申請について、農地法第５条の規定による農地等転用のための権

利移転（設定）の許可申請があった下記の件について、意見を求めるものであります。 

許可を受けようとする土地の表示は、別紙のとおり３件となっております。 

 番号１。 

 所有者、●●●●●●●●●●●●●●●●●●、●●●●さん。 

 転用者、●●●●●●●●●●●●●●、●●●● ●●●●●さん。 

土地の所在、字阿歴内原野南４線１５４の内。 

 地目、登記簿、現況共に畑。 

 面積、３１，０１４．２３㎡。 

 農地区分、農振農用地区域内農地。 

 土地利用計画、農振農用地区域。 

 契約内容、所有権移転。 

 転用目的、乾草庫・育成舎・哺育舎・処理室・管理室・導入舎・隔離舎・農家住宅・飼料庫・堆

肥舎・尿溜め・エプロン施設の建設。 

 転用計画内容、期間、許可日から永久。 

 転用面積、乾草庫２棟７２９㎡、育成舎３棟５，２２４．５０㎡、哺育舎１棟４６３．３２㎡、

処理室・管理室・導入舎・隔離舎計３８７．７２㎡、農家住宅４棟１３７．２５㎡、飼料庫１棟７

７．７６㎡、堆肥舎１棟９００㎡、尿溜め１９．２５㎡、エプロン２，５３３．５０㎡、作業スペ

ース２０，５４１．９３㎡。 

 事業費、３６７，０１０，０００円。 

 番号１につきましては調査委員を、橘委員、甲斐委員、類瀬委員、大泉委員に依頼しております

が、類瀬委員より報告をお願い致します。 

○会長（佐瀨日出夫君） １１番・類瀬君。 

○１１番（類瀬正幸君） １１番・類瀬。 

議案第６９号、番号１について報告いたします。 

７月１０日に事務局より調査の依頼があり、７月１８日に橘委員、甲斐委員、大泉委員と私、事

務局より小幡係長と、湊谷主事で現地調査を行ってまいりました。 

申請地は参考資料１２ページから１５ページに記載されていますのでご覧下さい。 

申請者は、●●で哺育事業を行う予定の、●●●● ●●●●●さんで、売主の●●●●さんの

土地に、農業用施設の建設と農家住宅建設を目的とし、転用の申請をするものです。 

この転用を受けようとする土地の表示及び状況、また転用しようとする面積は記載のとおりと確

認しております。 

農地区分は、農振農用地区域内の農地と判断致します。 

転用しようとする契約内容及び転用目的、転用計画については記載のとおり確認しております。 

実行性、信用力については、転用に係る行為を遂行できると認められ、転用面積についても妥当
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な面積と判断致します。 

周辺農地へ及ぼす被害や支障等は認められませんでした。 

農振農用地区域内の農地は原則不許可ですが、今後も営農を継続するために必要な施設の建設と

いうことから、この転用については問題ないものと判断致しました。 

以上で報告終わります。 

 以上をもって番号１について事務局の説明、並びに現地調査にあたられ

たました●●番・●●君の報告を終わります。 

 これより本件に対する質疑を行います。 

ご質疑ございませんか。 

（｢なし｣の声あり） 

 ご質疑ないものと認めます。 

 これより本件については採決致します。 

 原案可決することにご異議ございませんか。 

（｢異議なし｣の声あり） 

 ご異議ないものと認めます。 

 よって、番号１については原案可決されました。 

（●●●●君復席） 

 続いて番号２を議題と致します。 

事務局より内容説明させます。 

 農地係湊谷君。 

○農地係（湊谷省吾君） はい。 

 番号２についてご説明させていただきます。 

 番号２。 

 所有者、●●●●●●●●●●●●●、●●●●さん。 

 転用者、●●●●●●●●●●●●●、●●●● ●●●●●● ●●●●● ●●●●さん。 

土地の所在、字ルルラン１６－１の内。 

 地目、登記簿、現況共に畑。 

 面積、３０，５７５．６０㎡。 

 農地区分、農振農用地区域内農地。 

 土地利用計画、農振農用地区域。 

 契約内容、使用貸借。 

 転用目的、ロール置場・スタック・作業敷地の確保。 

 転用計画内容、期間、許可日から永久。 

 転用面積、スタック５棟７，５００㎡、ロール置場４，９００㎡、作業敷地１８，１７５．６０

㎡となっております。 

 番号２にきましては調査委員を、橘委員、甲斐委員、類瀬委員、大泉委員に依頼しておりますが、

甲斐委員より報告をお願い致します。 

○会長（佐瀨日出夫君） ６番・甲斐君。 

○６番（甲斐やす子君） ６番・甲斐です。 

議案第６９号、番号２について報告いたします。 

７月１０日に事務局より調査の依頼があり、７月１８日に橘委員、類瀨委員、大泉委員と私、事

務局より小幡係長と、湊谷主事で現地調査を行ってまいりました。 
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申請地は参考資料９ページから１１ページに記載されていますのでご覧下さい。 

申請者は、●●●●で営農する、●●●● ●●●●●● ●●●●● ●●●●さんで、貸主

の●●●●さんの土地に、スタック建設を目的とし、転用の申請をするものです。 

この転用を受けようとする土地の表示及び状況、また転用しようとする面積は記載のとおりと確

認しております。 

農地区分は、農振農用地区域内の農地と判断致します。 

転用しようとする契約内容及び転用目的、転用計画については記載のとおり確認しております。 

実行性、信用力については、転用に係る行為を遂行できると認められ、転用面積についても妥当

な面積と判断致します。 

周辺農地へ及ぼす被害や支障等は認められません。 

農振農用地区域内の農地は原則不許可ですが、今後も営農を継続するために必要な施設の建設と

いうことから、この転用については問題ないものと判断致しました。 

以上で報告終わります。 

 以上をもって番号２について事務局の説明、並びに現地調査にあたられ

たました６番・甲斐君の報告を終わります。 

 これより本件に対する質疑を行います。 

ご質疑ございませんか。 

（｢あり｣の声あり） 

○会長（佐瀨日出夫君） １０番・平間君。 

○１０番（平間 清君） １０番・平間です。 

 これ、先ほどの１６－１の図面の案件ですよね。 

 これ１６－１は１枚の地目なんですが、ちょっと複雑な転用の形になっているんですが、理由が

あれば教えていただきたいのですが。 

 農地係・湊谷君。 

○農地係（湊谷省吾君） はい、１６－１なんですけれども、３回に渡って転用が出ておりまして、

昨年も出ておりますし、その前の年か前の前の年、２７年くらいにも一度出ておりまして、残りの

この１６－１の部分がこういう形になっておりまして、１６－１すべてを転用をかける事で、こう

いう形になっております。 

○会長（佐瀨日出夫君） １０番・平間君。 

○１０番（平間 清君） それで、これで１６－１の転用は全て終わりということで理解していい

のかということと、現況はなにも施設等は建っていないのかという確認で、お願いします。 

 農地係・湊谷君。 

○農地係（湊谷省吾君） はい、今回でこの地番につきましては転用が全て申請がなされていると

いうことになりますので。 

 調査に行った時には特になにも、今回申請地の方にはなにも施設等もありませんでしたので、ご

報告致します。 

 １０番・平間君、よろしいですか。 

○１０番（平間 清君） わかりました。 

○会長（佐瀨日出夫君） 他にご質疑ございませんか。 

（｢なし｣の声あり） 

 ご質疑ないものと認めます。 

 これより本件については採決致します。 
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 原案可決することにご異議ございませんか。 

（｢異議なし｣の声あり） 

 ご異議ないものと認めます。 

 よって、番号２については原案可決されました。 

 続いて番号３を議題と致します。 

事務局より内容説明させます。 

 農地係湊谷君。 

○農地係（湊谷省吾君） はい。 

 番号３についてご説明させていただきます。 

 番号３。 

 所有者、●●●●●●●●●●●●●●、●●●●さん。 

 転用者、●●●●●●●●●●●●●●、●●●●さん。 

土地の所在、字虹別原野４０８－１の内。 

 地目、登記簿、現況共に畑。 

 面積、５，９０３．４７㎡。 

 農地区分、農振農用地区域内農地。 

 土地利用計画、農振農用地区域。 

 契約内容、使用貸借。 

 転用目的、スタックの設置。 

 転用計画内容、期間、許可日から永久。 

 転用面積、スタック４棟１，６００㎡、作業敷地４，３０３．４７㎡となっております。 

 番号３につきましては調査委員を、渡邊委員、嶋中委員、森田委員、熊谷委員に依頼しておりま

すが、報告を渡邊委員よりお願い致します。 

○会長（佐瀨日出夫君） ９番・渡邊君。 

○９番（渡邊裕義君） ９番・渡邊です。 

議案第６９号、番号３について報告いたします。 

７月１１日に事務局より調査の依頼があり、７月１３日に嶋中委員、森田委員、熊谷委員と私、

事務局より小幡係長、湊谷主事で現地調査を行ってまいりました。 

申請地は参考資料３ページから５ページに記載されています。 

申請者は、●●で酪農を営む、●●●●さんで、貸主の●●●●さんの土地に、スタック建設を

目的とした、転用の申請をするものです。 

この転用を受けようとする土地の表示及び状況、またを転用しようとする面積は記載のとおりと

確認をしております。 

農地区分は、農振農用地区域内の農地と判断を致します。 

転用しようとする契約内容及び転用目的、転用計画については記載のとおり確認をしております。 

実行性、信用力についても、転用に係る行為を遂行できると認められ、転用面積についても妥当

な面積と判断を致します。 

周辺農地への及ぼす被害や支障等は認められません。 

農振農用地区域内の農地は原則不許可ですが、今後も営農を継続するために必要な施設の建設と

いうことから、この転用については問題ないと判断致しました。 

以上で報告終わります。 

 以上をもって番号３について事務局の説明、並びに現地調査にあたられ
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ました９番・渡邊君の報告を終わります。 

 これより本件に対する質疑を行います。 

ご質疑ございませんか。 

（｢なし｣の声あり） 

 ご質疑ないものと認めます。 

 これより本件については採決致します。 

 原案可決することにご異議ございませんか。 

（｢異議なし｣の声あり） 

 ご異議ないものと認めます。 

 よって、番号３については原案可決されました。 

 以上をもって、議案第６９号、内容３件は原案可決されました。 

 

◎議案第７０号 

○会長（佐瀨日出夫君） 日程第１１。議案第７０号、農用地の買入協議に係る要請について、内

容１件を議題と致します。 

 番号１を議題といたします。 

 事務局より内容説明させます。 

 農地係湊谷君。 

○農地係（湊谷省吾君） はい。 

 議案第７０号について説明させていただきます。 

 農用地の買入協議に係る要請について、農業経営基盤強化促進法第１５条第１項の規定に基づき、

所有権移転に係る利用調整申出のあった下記の農用地について、公益財団法人北海道農業公社によ

る買入が特に必要と認められるので、同法第１６条第１項の規定に基づき、標茶町長に買入協議の

要請をすることについて議決を求めるものであります。 

 所有権移転に係る利用調整申出のあった農用地は、別紙のとおり１件となっております。 

 番号１。 

 利用調整申出者、●●●●●●●●●●●●●●●●、●●●●さん。 

 申出を受けた年月日、平成３０年６月８日。 

 土地の所在、字クチョロ原野７３－１。 

 地目、登記簿、山林。 

現況、畑。 

 面積、４３，６３６㎡外６筆、合計面積が２９９，４１９㎡となっております。 

 以上です。 

 以上をもって番号１について事務局の説明を終わります。 

 これより本件に対する質疑を行います。 

ご質疑ございませんか。 

（｢なし｣の声あり） 

君） ご質疑ないものと認めます。 

 これより本件については採決致します。 

 原案可決することにご異議ございませんか。 

（｢異議なし｣の声あり） 

 ご異議ないものと認めます。 
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 以上をもって、議案第７０号、内容１件は原案可決されました。 

 

     ◎議案第７１号 

○会長（佐瀨日出夫君） 日程第１２。議案第７１号、農用地利用集積計画の作成の要請について、

内容５件を議題と致します。 

 お諮り致します。 

 番号１から番号３まで内容３件について、審議の都合上一括議題に供したいと思います。 

 これにご異議ございませんか。 

（｢異議なし｣の声あり） 

 ご異議ないものと認めます。 

 よって、番号１から番号３まで内容３件を一括議題と致します。 

 事務局より内容説明させます。 

 振興係長小幡君。 

○振興係長（小幡裕也君） はい。 

 議案第７１号について説明させていただきます。 

農用地利用集積計画の作成の要請について、下記の農用地利用集積計画は、農業経営基盤強化促

進法第１５条第４項の規定により、利用権設定等促進事業の実施が必要と認められるので、標茶町

長に農用地利用集積計画の作成を要請することについて議決を求めるものであります。 

 作成を要請する農用地利用集積計画、別紙のとおり５件となっております。 

 番号１。 

 利用権の設定等を受ける者、●●●●●●●●●●●●●●●●●●、●●●●●● ●●●●

●●● ●●● ●●●●さん。 

利用権の設定等をする者、●●●●●●●●●●●●●●●●●●●、●●●●さん。 

 土地の所在、字上オソツベツ原野基線４８－２。 

 地目、登記簿、現況共に畑。 

 面積、２０，４２９㎡外７筆、合計の面積は２６０，２３８㎡。 

 利用権設定等の種類は、所有権の移転。 

 利用権設定等の内容は、普通畑。 

 成立する法律関係は、売買。 

 所有権移転の時期は、平成３０年７月３０日。 

対価の支払期限は、平成３０年９月１４日。 

土地の引渡時期は、対価の支払日。 

価格は、８，４１７，０００円。 

支払方法は、指定口座振込みとなっております。 

なお、番号２、番号３につきまして、利用権設定等の種類、成立する法律関係、所有権移転の時

期、対価の支払期限、土地の引渡時期、支払方法が番号１と同じでありますので、説明を省略させ

ていただきます。 

番号２。 

利用権の設定等を受ける者、●●●●●●●●●●●●●●●●●●、●●●●●● ●●●●

●●●● ●●● ●●●●さん。 

 利用権の設定等をする者、●●●●●●●●●●●●●●●●●●●、●●●●さん。 

 土地の所在、字オソツベツ４０８－６。 
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 地目、登記簿、現況共に畑。 

 面積、７，３７１㎡外６筆、合計面積は１４２，８０５㎡です。 

 利用権設定等の内容は、普通畑及び採放地。 

 価格は、５，８２０，０００円。 

番号３。 

利用権の設定等を受ける者、●●●●●●●●●●●●●●●●●●、●●●●●● ●●●●

●●● ●●● ●●●●さん。 

利用権の設定等をする者、●●●●●●●●●●●●●●●●●●、●●●●さん。 

 土地の所在、字ヌマオロ原野２６－１。 

 地目、登記簿、現況共に畑。 

 面積、１８，９３２㎡外３０筆、合計の面積は８０２，６１９㎡です。 

 利用権設定等の内容は、普通畑及び採放地及び施設用地。 

 価格は、２５，５１２，０００円。 

なお、番号１から番号３まで、全てあっせん案件でありますので改めての調査は行っておりませ

ん。 

以上です。 

○会長（佐瀨日出夫君） 以上をもって、番号１から番号３まで内容３件について事務局の説明を

終わります。 

 これより本件に対する質疑を行います。 

 ご質疑ございませんか。 

（｢なし｣の声あり） 

 ご質疑ないものと認めます。 

 これより本件については採決致します。 

 原案可決することにご異議ございませんか。 

（｢異議なし｣の声あり） 

 ご異議ないものと認めます。 

 よって、番号１から番号３まで内容３件については原案可決されました。 

続いて番号４を議題と致します。 

事務局より内容説明させます。 

 振興係長小幡君。 

○振興係長（小幡裕也君） はい。 

番号４について説明させていただきます。 

利用権の設定等を受ける者、●●●●●●●●●●●●●●●●●●、●●●● ●●● ● 

●●●● ●●●●さん。 

利用権の設定等をする者、●●●●●●●●●●●●●●●、●●●●さん。 

土地の所在、字阿歴内原野北２線１８９－２の内。 

 地目、登記簿、牧場。 

現況、畑。 

 面積、９，８９７㎡外３筆、合計の面積は６１，０７６㎡です。 

 利用権設定の種類は、賃借権の設定。 

 利用権設定等の内容は、普通畑。 

 成立する法律関係は、賃貸借。 
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 利用権の期間は、平成３０年７月３０日から平成３６年５月２８日まで。 

 土地の引渡時期は、平成３０年７月３０日。 

 金額は、年間１８４，０００円。 

支払方法は、毎年１０月末日までに指定口座振込みとなっております。 

 なお、番号４につきましては、津野委員に現地調査を依頼しております。 

調査結果についてご報告をお願い致します。 

○会長（佐瀨日出夫君） １３番・津野君。 

○１３番（津野 斉君） １３番・津野です。 

 議案第７１号、番号４について報告致します。 

 ７月１０日付けで事務局より調査依頼がありまして、７月１３日に現地調査を行ってまいりまし

た。 

 利用権設定等の農地については、新規の賃貸借契約であり、記載のとおり確認しております。 

 貸主の●●●●さん、相手側の希望により農地を貸付けするものです。 

 借主の●●●● ●●● ●●●●● ●●●●さんは、農地を借り受け粗飼料の確保を図ると

いうことでした。 

 この賃貸借契約については、借受者は認定農業者となっており、農用地の全てを効率的に利用し

て、耕作を行い、農作業に常時従事すると認められます。 

 従って、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たし適格であると判断致しました。 

 詳細につきましては、事務局説明のとおりです。 

以上で報告を終わります。 

○会長（佐瀨日出夫君） 以上をもって、番号４について事務局の説明、並びに現地調査にあたら

れました１３番・津野君の報告を終わります。 

 これより本件に対する質疑を行います。 

 ご質疑ございませんか。 

（｢なし｣の声あり） 

 ご質疑ないものと認めます。 

 これより本件については採決致します。 

 原案可決することにご異議ございませんか。 

（｢異議なし｣の声あり） 

 ご異議ないものと認めます。 

 よって、番号４については原案可決されました。 

 続いて番号５を議題と致します。 

 事務局より内容説明させます。 

 振興係長小幡君。 

○振興係長（小幡裕也君） はい。 

番号５について説明させていただきます。 

利用権の設定等を受ける者、●●●●●●●●●●●●●●●●●●、●●●●さん。 

 利用権の設定等をする者、●●●●●●●●●●●、●●●●さん。 

 土地の所在、字雷別３６－１。 

 地目、登記簿、現況共に畑。 

 面積、１３，８２４㎡外５筆、合計の面積は７３，０７０㎡です。 

 利用権設定等の種類は、賃借権の設定。 
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 利用権設定等の内容は、普通畑。 

 成立する法律関係は、賃貸借。 

 利用権の期間は、平成３０年７月３０日から平成４０年７月２９日まで。 

土地の引渡時期は、平成３０年７月３０日。 

 金額は、年間２１３，０００円。 

 支払方法は、毎年１０月末日までに指定口座振込みとなっております。 

なお、番号５につきましては、類瀬委員に現地調査を依頼しておりますので、調査結果について

報告をお願い致します。 

○会長（佐瀨日出夫君） １１番・類瀬君。 

○１１番（類瀬正幸君） １１番・類瀬です。 

 議案第７１号、番号５について報告致します。 

 ７月１０日付けで調査依頼がありまして、７月１７日に現地調査に行ってまいりました。 

 利用権設定等の農地については、継続の賃貸借契約であり、記載のとおり確認しております。 

 貸主の●●●●さんは、相手側の希望により農地を貸付けするものです。 

 借主の●●●●さんは、農地を借受け粗飼料の確保を図るということでした。 

 この賃貸借契約については、借受者は認定農業者となっており、農用地の全てを効率的に利用し

て、耕作を行い、農作業に常時従事すると認められます。 

 従って、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たし適格であると判断致しました。 

 詳細につきましては、事務局説明のとおりです。 

以上で報告を終わります。 

○会長（佐瀨日出夫君） 以上をもって、番号５について事務局の説明、並びに現地調査にあたら

れました１１番・類瀬君の報告を終わります。 

 これより本件に対する質疑を行います。 

 ご質疑ございませんか。 

（｢なし｣の声あり） 

 ご質疑ないものと認めます。 

 これより本件については採決致します。 

 原案可決することにご異議ございませんか。 

（｢異議なし｣の声あり） 

 ご異議ないものと認めます。 

 よって、番号５については原案可決されました。 

 以上をもって、議案第７１号、内容５件は原案可決されました。 

  

    ◎閉議の宣告 

 これをもちまして、第１４回標茶町農業委員会総会に付議されました案

件の審議は、全部終了致しました。 

 

◎閉会の宣告 

 第１４回標茶町農業委員会総会を閉会致します。 

 大変御苦労さまでした。 

 

（午前１１時４５分閉会） 


